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午後は和歌山地裁で勝訴 

青森地裁と同じ日の午後 2 時、今度は和歌山地方

裁判所が、保護費の減額処分の取消しを命じる原告

勝訴判決を言い渡しました。 

 

デフレ調整もゆがみ調整も違法 

判決は、「デフレ調整」について、「統計等の客観的

数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を

欠く」としたうえで、基準部会に諮らなかった点にお

いて手続的にも生活扶助基準改定の過程及び手続に

欠落があるとしました。さらに、「ゆがみ調整」の数

値を一律2分の1にしたことについても、専門的知

見との整合性がないとしました。2 分の 1 処理の違

法性を認めたのは熊本地裁判決に続く2例目です。 

 

原告は「生きててよかった」 

判決後、原告の中山福二さんは、「生きててよかっ

たなと思った。この日を迎えるまでに提訴から 8 年

5か月。国は裁判をもうやめて、ちゃんと償ってほし

い」と話しました。 

青森、和歌山、埼玉と快勝が続く！ 

午前中は青森地裁で勝訴 

2023 年 3 月 24 日午前 11 時、青森地方裁判所

は、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判

決を言い渡しました。 

 

デフレ調整は違法 

 判決は、専門家の審議会等による検討を経ずに「デ

フレ調整（物価考慮）」を行ったことについて、厚生

労働大臣の判断過程に過誤、欠落があると判断しま

した。葛西聡弁護士は、「ようやく裁判所が、行政に

対して法に基づいてチェックするという司法の役割

をきちんと果たしつつある」と話しました。 

 

原告は「勝訴はうれしいが、早く結論を」 

 判決後におこなわれた記者会見で、原告の神覚さ

んは「勝利は確かにうれしいが、今現在生活するの

が大変。だから、できるだけ早く結論を出してもら

いたい」と話しました。基準引下げから10年、提訴

からも長い年月が経ち、被害を早く回復してほしい

という原告の願いは当然であり切実です。 

 



 

これで勝率は4割7分に 

3 月 29 日午後、さいたま地方裁判所は、保護費の減

額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しまし

た。勝率は 4割7分で、巻き返すのも時間の問題です。 

 

ゆがみ調整は違法 

判決は、これまでの全ての勝訴判決がその違法性を認

めていた「デフレ調整」（物価考慮）については国側の主

張を鵜呑みにして違法性を否定する一方、生活保護基準

部会が行った「ゆがみ調整」の検証結果を 2 分の１に限

って反映させた処理について違法性を認めるという変則

的な内容でした。小林哲彦弁護士は、「結論的に勝訴だ

ったのでほっとしている」としつつも、デフレ調整につい

て、「統計不正だと思っている。（違法性が）認められなか

ったのは不当だ」と厳しく批判しました。 

 

原告は、遺影を掲げながら「長引かせないで」 

原告の佐藤晃一さんは、亡くなった原告の遺影を

掲げながら、8年を超える裁判で原告 9人が亡くなっ

ていることをふまえ、「国は裁判を長引かせず、政治

判断で解決してほしい」と訴えました。 

３勝訴原告団が厚労省要請 

 ３月 30日、青森、和歌山、さいたまの勝訴判決が

言い渡されたことを受け、厚生労働省に控訴を断念

し、早期解決を求める要請を行いました。 

 引下げ処分の違法を認める判決が相次いで 8つ目

となり、控訴を断念すること、そして生活に大きな

打撃を受けた生活保護利用者の救済を図ることを強

く求めました。要請後、その場でオンラインを含め

た記者会見をしました。記者からは、これまでの勝

訴判決との異同などについて、熱心に質問が出され

ました。 

 

 

【今後の判決と院内集会予定】 

 2023年４月は各地の地裁判決、そして大阪高裁判

決が予定されています。また大阪高裁判決後には、

東京で院内集会を開催いたします。これまで以上の

ご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。 

４月 11日（火）午後２時    奈良地裁判決 

４月 13日（木）午後 1時 30分  大津地裁判決 

４月 14日（金）午後３時    大阪高裁判決 

４月 17日（月）午後 0時    院内集会 

（衆議院第一会館議員会館） 
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